
７千環景都収第 1255号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 

 

千代田区都市計画審議会会長  殿 

 

 

千代田区長  樋󠄀 口 高 顕 

（公印省略）  

 

 

 

令和７年度第４回千代田区都市計画審議会への諮問について 

 

 

 

千代田区都市計画審議会条例（平成 12年千代田区条例第 29号）第２条第２項第２号

の規定に基づき、下記の事項について審議会に諮問する。 

 

 

記 

 

【報告】 

１）和泉公園及び第四種中高層階住居専用地区の変更について 

（和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備） 

２）霞が関・虎ノ門地区のまちづくりについて 

３）神保町地域のまちづくりについて 


